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1

第１条（目的） 

この協定は、まちづくり協定区域図（別図１）に示す区域において、建築物の敷地、位置、構

造、用途、形態、意匠、建築設備、外構造園、植栽緑化および、その維持管理に関する基準を協

定し、緑豊かな美しい街並み景観と安全・安心で良好な住宅地としての環境を高度に維持増進す

ることを目的とする。 

なお、この協定は、建築制限等に係わる法令を遵守した上で、更に付加して守るべき基準を示

しており、協定条文の解釈に迷った場合は、その主旨に則って「良好な街並み景観」実現を主眼

に置いた行動をとること。 

 

第２条（名称） 

この協定は、「細川さくら台まちづくり協定」（以下、「協定」という。）と称する。 

 

第３条（協定区域） 

この協定が適用される区域（以下、「協定区域」という。）は、岡崎市細川町地内のまちづく

り協定区域図（別図１）に示す。 

ただし、集会所、汚水処理場・公園・道路・緑道・緑地等、宅地以外の土地に建築物及び工作

物を建設する際は、第 6 条～第 9 条に示す規定の適用を除外する。 

なお、区域内公益スペースの清掃美化・植栽管理等の維持管理活動については、規定通りとし

適用除外しない。 

２．一般地区と特別地区 

前項に定める区域を次の通り区分する。 

（１）特別地区 ◆メインストリート地区（２７区画）

１４街区３～５ ／１６街区１～１３／１７街区１～１１ 

        ◆公園緑道地区（２２区画）  

７街区８、９  ／８街区１、１０ ／１１街区１～４ 

１２街区１～４ ／１５街区９、１０／１８街区８、９  

１９街区１、１４／２０街区６、７ ／２１街区１、９ 

        ◆プレステージセンター地区（１５区画）

１０街区７～１３／１１街区１～３、９～１３ 

        ◆公共施設隣接地区（２４区画） 

３街区６、７  ／４街区３、４ ／６街区２２ 

１２街区１１、１２ ／１３街区１、１０／１４街区１  

１５街区１、１７／２４街区２、３、７／２８街区１、１２～１９ 

（２）一般地区 上記特別地区以外の区画 

       ※まちづくり協定区域図（別図１）参照のこと。 

第４条（協定の締結） 

この協定は、前条の区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を

有する者（以下、「土地の所有者等」という。）全員の合意により締結する。（以下、協定を締

結した者を「協定者」という。）ただし、合意は土地購入契約時の「同意書」捺印で合意したも

のとする。 

第５条（協定の承継、変更又は廃止） 

この協定締結後、土地の所有者等が第 3 条に定める区域内の土地又は建築物を第三者に譲渡す

る場合は、その取得時において新所有者をして、この協定に基づく一切の権利及び義務を承継さ

せるものとし、新所有者は協定者の一員になるものとする。 

２．この協定の内容を変更しようとする場合は、総会での特別決議事項とし、議決権総数の５分の

４以上の賛成をもって決定とする。 

３．この協定を廃止しようとする場合は、総会での特別決議事項とし、議決権総数の５分の４以上



細川さくら台 まちづくり協定書 

の賛成をもって決定とする。 

４．この協定の内容を変更または、廃止する場合は、細川さくら台まちづくり協議会（以下、「ま

ちづくり協議会」という。）の決定を以て、「水と緑・歴史と文化のまちづくり条例」（以後、

「まちづくり条例」という。）で規定する所定の手続きを経なければならない。 
第６条（建築物の用途） 

次に掲げる建築物を建築することができる。 

（１）一戸建専用住宅又は二戸連続専用住宅 

（２）住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３８号）第１３０条の３に定めるもの 

＜第１３０条の３＞ 

 法別表第２（い）項第二号（法第８７条第２項又は第３項において法第４８条第１項の規

定を準用する場合を含む。）の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の２分の１以上

を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの（これらの用途に供す

る部分の床面積の合計が５０㎡を超えるものを除く。）とする。 

一 事務所（汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その外これらに類する自動車

で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて、業務

を運営するものを除く。） 

二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 

三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、その他これ

らに類するサービス業を営む店舗 

四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、その他これらに類するサ

ービス業を営む店舗（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が０．

７５ｋＷ以下のものに限る。） 

五 自家販売のために食品製造業（食品加工業を含む。第１３０条の５の２第四号

及び第１３０条の６において同じ。）を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋そ

の他これらに類するもの 

六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 

七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 

 

 

 

 

 

 

 

                  （図１）建築することのできる兼用住宅型 

（３）公園内の公衆便所・休憩所 

（４）前各号の建築物に附属するもの（政令第１３０条の５で定めるものを除く。以下「附

属建築物」という。） 

 

第７条（建築物に関わる基準） 

（１）敷地の面積 

敷地面積の最低限度は１８０㎡とする。 

（２）建ぺい率 

建築面積の敷地面積に対する割合は１０分の６以下とする。 

（３）容積率 

延べ面積の敷地面積に対する割合は１０分の１０以下とする。 
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（４）建物の高さ 

一 建築物の高さは１０ｍ以下、軒高７ｍ以下とする。 

二 建築物の北側高さは、当該部分から協定区域内の隣接宅地との境界線までの真 

北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たものに、５ｍを加算して得た値以下

とする。ただし、真北方向に協定区域内の宅地が存在しない場合及び 6-9 区画

の北面指示ライン（別図２参照）沿いは適用除外する。 

地盤面が北側の隣地地盤面より１ｍ以上低い場合においては、令第１３５条の

４第１項第２号の規定を適用する。敷地の北側が道路に接している場合、道路

の反対側の境界線から真南に向って水平１に対し、垂直１．２５の勾配の斜線

が有ると考え、その斜線を超える建物を建てることはできない。敷地の地盤面

が北側の隣地の地盤面より１ｍ以上低い場合は、その高低差から１ｍを減じた

ものの２分の１だけ高い位置に地盤面があるものと考え、上記の斜線をさけて

建物を建てる。（図２） 

＜建築基準法施行令１３５条の４第１項第２号＞ 

建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに隣接する土地で日影の生ずるも

のの地盤面（隣地又はこれに隣接する土地に建物がない場合においては、当

該隣地又はこれに隣接する土地の平均地盤面をいう。次頁において同じ。）

より１ｍ以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該

高低差から１ｍを減じたものの２分の１だけ高い位置に地盤面があるものと

みなす。 
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                     （図２）建物の高さ 

（５）壁面後退 

一 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距

離の最小限度は１ｍとする。 

二 建築物の外壁から道路境界線までの距離は、１．５ｍ以上とする。（図３）た

だし、バルコニーや外部階段の壁面及び手摺、開放された玄関庇等の柱から道

路境界線までの距離は、１ｍ以上とする。（図３） 

三 建築物の南側、東側、西側は、外壁から隣接宅地境界線までの距離は、１ｍ以

上とする。（図３）ただし、バルコニーや外部階段の壁面及び手摺から隣地境

界線までの距離は、１ｍ以上とする。 

四 建築物の北面外壁から隣地境界線までの距離は、１．５ｍ以上とする。ただし、

建物間口の１/２以上の幅で２階外壁面を北側隣地境界線から２ｍ以上後退さ

せた場合は、１階外壁面の後退距離を１ｍ以上とすることができる。さらに、

3
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バルコニーや外部階段の壁面及び手摺から隣地境界線までの距離は、１ｍ以上

とする。また、別図２に示す北面指示ラインに接して、協定区域内の宅地が存 
在しない場合及び、6-9 区画については、建築物の北面外壁から隣地境界線ま

での距離は、１ｍ以上とする。 

五 上記の建築物の壁面の位置の制限に満たない距離にある建築物又は、建築物の

部分が次の各項の一に該当する場合はこの限りでない。 

（イ）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が、３ｍ以下であること。 

（ロ）外壁からの出が０．４５ｍ以下の出窓。 

（ハ）外壁を有しない車庫（柱・屋根等は、道路境界から０．５ｍ以上後退さ

せること） 

（ニ）物置、外壁を有する車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが

２．５ｍ以下で、かつ床面積の合計が１０㎡以内であること。（図４）

ただし、物置は道路境界から２ｍ以上後退させ、緑地帯等にて視線を遮

る工夫をすること。また、車庫は道路境界から５０㎝以上後退させなけ

ればならない。 

六 各宅地において、建築物の北面として壁面後退の規定を適用する境界線の位置

を別図２に示す。 
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                            （図３）壁面後退 
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（図４）物置小屋等の軒高 
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        （６）地盤の高さ 

建築物の地盤面の標高は、当該敷地の現況地盤面の高さを著しく変更しないものとす

る。（敷き砂等、宅地の整地に伴って地盤面変更する場合のみ、現況地盤面＋５㎝ま

で許容する） 

（７）建物の形態 

北側に道路が接する宅地は街並景観を考慮して以下の形態のいずれかとする。（宅地

の北側面は、別図２に示す。） 

一 総２階で北側壁面線が一直線状になり出入りの無い建物は、道路から６ｍ以上

後退させる。（図５）ただし、第８条（４）で定める２本以上のシンボルツリ

ーを高さ３．５ｍ以上とした場合は、道路からの後退距離を４ｍまで緩和する

ことができる。 

二 前項において建物間口の４分の３以下に限り、壁面後退線まで建築することが

できる。（図６） 

三 北側に建物間口の５分の２以上で奥行き１ｍ以上の下屋を設けた場合は壁面後

退線まで建築する事ができる。（図７） 

四 北側（建物道路側を北面として設定した場合）に建物間口の５分の２以上で奥

行き３ｍ以上の葺きおろし屋根を設けた場合は、壁面後退線まで建築すること

ができる。（図８） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           （図５）総２階の建物        （図６）総２階で雁行配置の建物 
シンボルツリーを３．５m 以上とする
ことにより、後退距離を４ｍ迄緩和可  

 

 

※この条項を適用する宅地は、

別図２の宅地北面指示ライン

と区域内道路境界が一致する

部分のある宅地とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （図７）下屋を設けた建物 

 

 

 

 

 

 

                                                         （図８）葺き下ろし屋根の建物 

（８）アンテナ 
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テレビ、無線等のアンテナは、建物最上階の屋根上に設けないこと。 

（９）建築物の色彩 

建築物の外壁又は屋根（附属建築物を除く。）の外観の基調色として使用する色彩は、

次に掲げる色彩とする。 

一 日本工業規格のＺ８７２１に定める色相、明度及び彩度の三属性（以下「マン

セル値」という。）による色相がＲ及びＹＲの場合は、マンセル値による彩度

は、外壁においては７以下、屋根においては１０以下の色彩とする。 

二 マンセル値による色相がＹの場合は、マンセル値による彩度は、外壁において

は５以下、屋根においては５以下の色彩とする。 

三 マンセル値による色相がＧＹ、Ｇ、ＢＧ、Ｂ、ＰＢ、Ｐ、ＲＰの場合は、マン

セル値による彩度は、外壁においては２以下、屋根においては２以下の色彩と

する。 

（１０）建物開口部 

建築計画を行う際は、隣接する建物同士の開口部が重ならないよう、十分注意する

こと。また、自宅地の西側に隣接する宅地（道路、公園、緑道、緑地等の公共用地

は除外）がある場合は、敷地西面側に設ける窓は型板等、視線を遮るガラス等を採

用すること。ただし、隣接者等影響を被るすべての関係者から不設置について承諾

がある場合は、この限りではない。（各宅地の西面境界線は、別図２から判読する

こと。） 

（１１）屋外設備 

給湯器、貯湯タンク、電気温水器、燃料タンク等、屋外に設置する住宅設備機器は、

道路側から直接目視できない位置に置くこと。なお、配置計画上やむを得ず機器が

顕わになる場合は、植栽や化粧材で隠すなど、街並み景観に配慮するよう努めるこ

と。ただし、入居開始後に立面投影面積１．０㎡以下の機器（エアコン室外機等）

を設置する時は、上記設置基準に適合する場合に限り、届け出は不要。（届け出は

不要だが、基準に適合しない場合は是正を求める。） 

（１２）屋外広告物 

建物建設後、宅地内に看板等の広告物を設置又は掲示することを禁止する。ただし、

岡崎市屋外広告物条例等の関係法令に適合し、まちづくり協議会の承認がある場合

は、この限りではない。なお、その場合でも広告物の面積は 1 ㎡以下、1 枚のみと

し壁面に設置する。（自宅で営業している事務所、店舗、その他これらに類する用

途の広告に限る。） 

 

第８条（外構緑化等に関する基準） 

（１）工作物や生垣の後退 

 工作物や生垣・中高木は道路（車道）から５０㎝以上後退して設け、その前面は緑

化すること。ただし部分的に設ける高さ５０㎝以下の花壇は、道路間口の５分の１以

下の幅であれば道路から２０㎝以上後退した位置に設けることができる。ただし、中

高木の幹中心の後退については見通しを確保しており、道路通行の妨げにならないこ

とを条件に２５㎝まで緩和する。 

一 工作物とは、土留や門柱、門塀、フェンス等の地上の構造物を指し、高さ１０㎝程度の

縁石等は含まれない。 

二 生垣とは、高さ１ｍ～１．５ｍの植栽を１ｍ当たり、２．５本以上列植したも

のを指す。 

三 土留等の工作物を後退させた部分（駐車場も含む）で、隣接宅地と境界を接す

る箇所は、雨水等の表面排水が隣接宅地に流れ込まないよう、高さ１０㎝以下

の縁石等、見切り構造物を設置すること。 
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                                       生垣の後退   土留の後退 

 

      （図９）生垣、土留め等の後退 

 

（２）門柱・塀・フェンスの高さ（道路境界部分） 

門柱、塀、フェンスは、転倒や倒壊の恐れの無い堅固な構造とし、高さは敷地地盤面か

ら１．５ｍ以下とする。ただし袖の長さが左右２ｍまでの門及び門に附属する塀にあっては、

１．８ｍ以下とすることができる。 

 

 フェンス  

 

 

 

 

 

 

                     （図１０）門柱、塀、フェンスの高さ 

 

一 無化粧コンクリートブロック造の塀は、設置不可とする。 

二 塀及びフェンスは（設置可能延長×高さ）の最大壁面積に対し、３０％以上の

開口部を確保すること。 

（３）緑地帯の設置 

道路に面する間口距離の２分の１以上は、道路側から見えるように緑地帯を設ける

こと。また、角地等の２方道路宅地や３方道路宅地については、車庫やアプローチを

設けない道路沿いは、すべて緑地帯を設けること。（緑道、歩行者専用道路について

も同一基準とする。） 

※緑地帯とは、奥行き５０㎝以上で、下記①と②若しくは①と③の条件を同時に満

たす植栽を指す。 

①道路境界部の地被植物又は低木による帯状の植え込み  

②上記①の奥に植えた生垣 

③上記①の奥に、概ね２ｍ毎に１本の割合で植えた中高木（高さ１．５ｍ以上） 

※上記の②、③は道路境界から５０㎝以上後退させること。 

※緑地帯に関する規定は、緑豊かな街並みをつくる為の基準であるので、道路から見えな

いものは無効とし、建物の陰に隠れる庭部分は緑地帯とみなさない。 

※緑地帯は道路沿いに設ける事が望ましいが、車庫の配置によっては施工できない場合

があり、この場合は車庫の奥に緑地帯を設ける事等により、基準を満たす事ができる。 

※緑地帯は平面的な連続性が確保されれば、土留め構造物の上下に分離させても良い。 
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 ＜緑地帯の例＞ 

 

  ■道路沿いの緑地帯 

道路から間口距離２分の１以上は、道路から見えるように緑地を設けること。 

 道路間口Ｌ×１／２≦緑地の長さａ+ｂ 

◇南側道路宅地      北側道路宅地     ◇角地宅地 
（角地２方向道路）

□図１１ 緑地帯の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ■道路沿いの緑地帯構成例 

     道路沿いの生垣や土留、緑地帯とする中高木は、見通し確保のため５０㎝以上後退させる。 

※別図３に示す緑道、歩行者専用道路沿いは、境界からの後退距離に関する規定のみ除外

する。（視線透過性があるフェンス奥の中高木も地帯に含めることができる。） 

 

地被植物や低木と中

高木や生垣を土留の

上下に分ける。 

地被植物や低木と中高木の法面。 
（中高木は幹の中心で５０ｃｍ以上とする。） 

地被植物や低木と生垣

を土留の下に設ける（生

垣はその外面で５０cm

以上とする） 

地被植物や低木と

中高木を土留の下

に設ける 

地被植物や低木と視線

透過性があるフェンス

奥に中高木を設ける。 

透過性が 
あるフェンス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （図１２）道路沿いの緑地帯例 
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     ■車庫奥の緑地帯構成例 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       ◇地被植物、低木と生垣         ◇地被植物、低木と中高木 

（車庫奥に土留を設ける場合の緑地帯は、土留の上下いずれかにまとめて、 

又は土留を挟んで上下に分離して設けることができる。） 

                                      （図１３）車庫の緑地帯例 

（４）シンボルツリー 

シンボルツリーは各戸に高さ２．５ｍ以上の木を２本以上植えること。その位置は

道路から３．５ｍ以内とする。またシンボルツリーのうち１本は、門柱又はこれに代

わるものから２ｍ以内に配置し、アプローチや駐車場と一体的に計画すること。ただ

し、接道距離が８ｍ以下の宅地は努力義務とする。なお、シンボルツリーの高さにつ

いては、大きくなる樹種であれば植え付け当初は基準高さを多少下回ることを許容す

る。 

（５）隣地境界部の土留、フェンス、生垣等 

一 隣地側の土留、フェンス、生垣等は地盤の高い側が設けること。（矛め定めら

れた駐車場位置による。） 

二 フェンス及び柵の高さは、敷地地盤面から１．５ｍ以下で、通風が確保される

ものとすること。 

三 土留を設ける場合は、自宅地内の土砂が隣地に流れ出ない構造とすること。 

四 隣地宅地内駐車場と接する境界部は、緑化に努めること。 

（６）駐車場 

一 駐車場は矛め定めた位置とする（別図４）。駐車場所の増設及び以下に示す条

件を満たす変更は可とするが、変更による高低差逆転等、隣地に影響を与える

場合は、原因者が自宅地内で対策を講じること。（土留め構造物の築造や、隣

地境界部への緑地帯設置など） 

※車庫配置によって他の規定への触れ方が変わりうるので予め決めてあり、境界

の駐車場は隣の規定にも影響するので変更を制限する。 

（条件） 予め設定された駐車場（2 台分）のうち、①道路と直行し、 

②隣接宅地に接する１台分の駐車位置を変更しないこと。（2

台分計画されているうちの、隣地に近く且つ道路に近い 1 台

分） 

二 駐車場出入口は交差点の隅切部分や、歩道、緑道に面して設けてはならない。 

三 駐車場スペースは敷地内一杯ではなく、余裕を持った配置とし、その大きさ及

び位置は別図４を参照すること。 

四 床の仕上は、道路境界から５０㎝を超える位置まで、道路の広がりのイメージ

を出す為、素材感や色調調和を図ること。（道路境界から５０㎝の範囲は必須

とし、それ以上施工することが望ましい）自然環境に配慮した仕上で、奥部は

9



細川さくら台 まちづくり協定書 

雨水が浸透する構造とし、車の無い時はオープンスペースとして利用できるデ

ザインとする。※全面コンクリート打ちの床仕上げは、不可とする。 

五 駐車場の屋根は道路境界から５０㎝以上後退させて設置すること。色彩形態は

街並み景観に配慮したデザインとすること。 

六 隣接する宅地の駐車場同士が接する場合は、宅地地盤の高い側（同レベルの場

合は、前面道路が高い側）が駐車場間に緑地帯を設けること。ただし、外壁を

有する駐車場はこの限りではない。 

七 駐車場増設時に、隣接宅地の駐車場と接する場合は、自宅地の駐車場奥行き×

幅５０㎝以上の緑地帯を設置すること。なお、道路境界から奥行き５０㎝の範

囲は、地被植物又は低木密植とし、雨水等の表面排水が隣接宅地に流れ込まな

いよう、道路側溝に導かれる構造とすること。 

八 駐車場の増設をしようとした時に他の条項に抵触する場合は、まちづくり協議

会の審査を受け、認められれば他の条項を緩和することが出来る。ただし、隣

地との境界に関するルール、床の仕上げに関するルール、道路に面する間口距

離の２分の１以上は、緑地ルールは守ること。駐車場がないことを理由に路上

駐車は認めない。 

 

 

道 路

道 路

当初の駐車位置設定 

増設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１４）隣接する宅地の駐車場どうしが接する場合の緑地帯例 

※駐車場が隣接する場合 

  通常は宅地地盤の高い側が植栽施工するが、駐車場の増設により隣接宅

地の駐車場と接するようになった場合は、原因者が緑地帯を設置する。（雨

水等の表面水処理も同様） 

（７）照明 

協定区域内は電線類地中化により電柱が無く、防犯と事故防止に効果的な街灯設置

が困難であり、各宅の常夜灯で電灯を兼ねる必要から基準を設ける。 

        一 以下の項目を全てみたす照明器具を１つは、必ず設けること。 

          ① 道路から２ｍ以内に設置され、地上高１７０ｃｍより光源が視認できるこ

と。 

※防犯・安全のため道路側（間口全域）を照らす照明が望ましい。 

※フェンス・植栽等が重ならないのが望ましい。 

          ② 色は電球色であること。 

          ③ ６０形（電球６０Ｗ相当）以上であること。 

④ 照射角は、道路側に対し１８０度以上照らしていること。 

10
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⑤ 常夜灯であること。また点け忘れ防止の為、自動点滅明かりセンサーもしく

はタイマーを利用すること(人感センサータイプでないこと）。 

※人感センサーで点滅、照度の変わるものでないこと 

※常夜灯＝日没から明け方まで点灯すること 

※高さは、１７０ｃｍ以下が望ましい。 

        二 その他の照明 

① 色は、電球色が望ましい。 

三 補足事項 

① 防犯の為、屋外照明全ての点灯が望ましい。 

② 点灯時間は日没から明け方まで点灯すること。 

 

     ■照明の設置例 

 

道路境界線 

2m 以内

地上高 170cm より光源が視認できる 

170cm 以下

¨

道路 敷地

照射角は、 
道路に対し 180 度 以上照らしている 

道路 敷地 上面図 

フェンス、植栽等が重ならないのが望ましい

道路側（間口全域）を照らす照明が望ましい

 
（図１５）照明設置例 

 

（８）集合メーターボックス 

電線類の地中引き込み管施工済み区画については、電気、ガスメーター及びＮＴＴ、

ＣＡＴＶ引き込みは、指定集合メーターボックスに格納し、門塀、門柱等の工作物に

組み込む。 

（９）緑化およびガーデニング 

各戸別に、庭の芝張り、花木の育成、ウッドデッキやテラス・パーゴラ等の屋外設

備、アプローチ周りに花鉢を乗せる花台等を設けるなど、豊かな街並や住空間創出に

努めること。 

（１０）植栽等の維持管理について 

自宅地内の植栽等については、境界を接する道路の通行に支障の無いよう剪定等

の維持管理作業を自ら責任を持って実施すること。また、本協定の趣旨は、良好な

住環境を形成、維持、増進させることであり、公共スペースに於いても豊かな緑を

形成している。これら（公園、緑道、緑地等の植栽）に関しては、若干の枝葉越境、

宅地への影、落ち葉の侵入等については、容認し、自治会活動としての維持管理作

業には、積極的に参加すること。 

 

第９条（特別地区） 

（１）メインストリート地区 

当条文はメインストリート沿いに適用され、他の道路沿い等は第７条、第８条による。 

一 壁面後退 
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建築物の外壁から道路境界線までの距離は２ｍ以上とし、ゆとりある街並を

形成すること。 

二 工作物及び緑化 

道路境界から最小１．５ｍは地被植物または低木スペースとして、土留以外

の大型工作物や生垣は設けないこと。道路沿いはすべて緑化すること。 

三 土留 

土留は意匠を統一した自然石又は擬石積みとし、道路境界から２０㎝以上後

退させること。その高さは１ｍ以下とし、それ以上の高低差は法面処理とする。

又、石積みは蛇行等させ変化をもたせること。 

四 フェンス、生垣 

フェンス、生垣等を設ける場合は、道路境界から１．５ｍ以上後退して設け

ること。 

五 車の乗り入れ 

車の乗り入れはメインストリート沿いには設けない。 

六 シンボルツリー 

各戸に１本以上、高さ３．５ｍ以上のハナミズキのシンボルツリーを道路と

同じ高さに植え、緑豊かな街並景観を創出する。なお、シンボルツリーの高さ

については、同一樹種であれば植え付け当初は基準高さを多少下回ることを許

容する。 

七 建物 

建物の表情を豊かにするため、間口いっぱいのバルコニーや水廻りの小さな

窓しかないような機能優先の外観は避けること｡さらに､建物外壁面を雁行させ

て奥行き感を持たせる､デザインされた窓やフラワーボックスを設ける､テラス

やデッキを設ける等､街並み景観に配慮して計画すること｡ 

八 庭園照明 

協定区域内は電線類地中化により電柱が無く、防犯と事故防止に効果的な街

灯設置が困難であり、各宅の常夜灯で電灯を兼ねる必要から基準を設ける。 

           庭園灯設置に関する基準は、第８条 （７）一 に準じる 

九 上記の条文以外は、建物や外構緑化に関する第７条、第８条の規定を遵守する

こと。 
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■メインストリート地区、概要図 

     ※その他の道路沿い等は、第７条、第８条の規定による。 

 

間口の全て緑地帯を設ける。

土留は高さ 1ｍ以下の石積みと

しそれ以上は法面とする。 

道路から２ｍ以内

に庭園灯を設ける。

土留は 20cm 以上離す。

道路から 1.5ｍは低木（かん木）

スペースとして土留め以外の

工作物や生垣を設けない。 
（メインストリートの道路）

１.５ｍ 

１本以上の高さ 3.5ｍ以上のハナミ

ズキのシンボルツリーを道路と同

じ高さに植える。 

 

 

１本以上の高さ３.５ｍ以上のハナミズキのシンボルツリーを道路と同じ高さに植える。 

道路から２ｍ以内に庭園灯をもうける。 

建物は道路から 2ｍ

以上離す。 

道路から 1.5ｍは緑地帯とする。 

建物はメインストリート側の壁面

を雁行させる。 

車の乗り入れはメインストリート側に設けない。

２ｍ １.５ｍ 
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（２）公園緑道地区 

当条文は公園及び緑道沿いに適用され、その他道路沿い等は第７条、第８条による。 

一 緑化 

公園、緑道沿いは、生垣又はフェンスと土留にツタをからませる等（別の植物

を配置しても可）して緑化する。さらに、一宅地に高さ１．５ｍ以上の中高木

を２本以上植樹する。（植え付け高さは基準高さを多少下回ることを許容する） 

公園、緑道に沿って駐車場を設ける場合は、境界に沿って奥行き５０㎝以上、

植栽を施工すること。 

二 駐車場 

駐車場はなるべく公園・緑道側に設けない事とし、やむをえず設ける場合は、

公園・緑道側に緑地帯を設け車を見えにくくする。 

三 庭園照明 

庭園及び公園緑道側の暗部をなくすのを目的とする庭園灯を設ける。 

設置に関する基準は、第８条（７）一 ②③⑤を適用する。 

公園緑道側を照らす照明が望ましい。 

位置については規定を設けないものとする。 

四 上記の条文以外は、建物や外構緑化に関する第７条、第８条の規定を遵守する

こと。 

     ■公園緑道地区、概要図 

      ※その他の道路沿い等は、第７条、第８条の規定があります。  
 

公
園
や
緑
道

 

 

 
生垣

 

 フェンスの場合は、ツタ類を
フェンスに絡ませる 

 

 

 
公園や緑道側に庭園灯
を設ける  

 

 

高さ１．５ｍ以上の中高木を２
本以上植える 原則として駐車場は公園

緑道側に設けない 

 

 

 
公
園
や
緑
道

 

 

 

 
奥行き５０ｃｍ以上の緑化  

 

 

 

 駐車場を公園・緑道側に設ける場合は、奥
行き５０ｃｍ以上緑化する 

 

 有効５０ｃｍ以上

      ※公園･緑道地区以外で緑道に接する宅地は、緑道に沿って奥行き５０ｃｍ以上の幅で      

緑化すること。 

14



細川さくら台 まちづくり協定書 

（３）プレステージセンター地区 

当条文はプレステージセンター地区道路沿いに適用され、その他の道路沿い等は 

第７条、第８条による。 

一 壁面後退 

建築物の外壁から道路境界線までの距離は２．０ｍ以上とし、広々とした豊

かな空間を創出する。 

二 工作物及び緑化 

道路から１ｍ以上は植栽スペースとし、土留・門塀・フェンス等の工作物や

構造物、生垣は設けないこと。（車庫や出入口のゲート等も１ｍ以上後退） 

三 シンボルツリーとサブツリー 

シンボルツリーは２本以上（高さ３．５ｍ以上）、サブツリーは２本以上（高

さ２．５ｍ以上）を植樹する。１０－１１、１１－３は除く。なお、シンボル

ツリー、サブツリーの高さについては、大きくなる樹種であれば植え付け当初

は基準高さを多少下回ることを許容する。 

四 上記の条文以外は建築物や外構緑化に関する、第７条、第８条の規定を遵守す

ること。 

  

 

 

 

 

 

10-7        11-1          緑 
 

道

 

 

 

          10-11      10-10     10-9       10-8                 11-2 
      
 

                        （プレステージセンター地区道路） 

 

 

         10-12                                                  11-3 
 

                             11-10   11-11    11-12     11-13        
 

 

          10-13          11-9 
 

 

 

 

               (凡例）        プレステージセンター地区道路沿いは、壁面後退２ｍ及び工作物等の後退１ｍ以上 

その他の道路沿いは、壁面後退１.５ｍ及び工作物等の後退５０ｃｍ以上 

     プレステージセンター地区区域図 
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    ■ プレステージセンター地区、概要図 

      ※その他の道路沿い等は、第７条、第８条の規定があります。 

 プレステージ地区固有の規定以外は、一般地区の規定を適用する。 

道路から２．０ｍ以内に街路灯を兼ねた門灯を

設ける。 

１.０ｍ以上を植栽スペースとし土留、門、 

塀、フェンス等の工作物等は設けない。 

シンボルツリーは高さ 3.5ｍ以上で 2 本以上、サブツリーは２本

以上植える。 

シンボルツリーは高さ 3.5ｍ以上で 2 本以上、サブツリーは 2 本以上植える。 

道路から２．０ｍ以内に街路灯を兼ねた門灯を設ける。 

壁面後退は 2ｍ以上 

１.０ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （４）公共施設隣接地区 
        当条文は公共施設沿いに適用され、その他道路沿い等は第７条、第８条による。 

一 庭園照明 

庭園及び公共施設側の暗部をなくすのを目的とする庭園灯を設ける。 

設置に関する基準は、第８条（７）一 ②③⑤を適用する。 

公共施設側を照らす照明が望ましい。 

位置については規定を設けないものとする。 

二 上記の条文以外は建築物や外構緑化に関する、第７条、第８条の規定を遵守す

ること。 
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第１０条（安全・安心なまちづくり） 

本協定区域内において、協定者は安全・安心なまちづくりに協力し、維持増進に努めなければ

ならない。 

（１）団地内安全施設、表示板等の設置について 

団地内に予め設置された公共用地内の施設（電線類地中化に係る地上機器、街路灯、

カーブミラー、路面標示、交通標識、施設表示板、各種施設設置用ポール等の公共的

施設や共有施設）は、個別的な理由により変更・撤去することはできない。また、公

益性を有し、まちづくり協議会が必要性を認め、且つ各宅地の使用に支障が無い場合

は、各宅地内の道路境界付近に各種施設（カーブミラーの増設、消防施設表示板など）

を設置することについて容認すること。 

（２）防犯対策について 

協定者は、建築、外構工事を計画する際に、道路を見通せる窓の計画や、敷地の死

角を無くし見通しを確保できる囲障を採用する等、防犯に留意すること。また、本協

定区域内において、「細川さくら台団地維持管理組合」（以下、「管理組合」という。）

が実施する防犯対策（防犯カメラ設置等）について、以下に示す留意点を基に、管理

組合と共同して適正な運用管理を行うものとする。 

 一 設置目的を協定区域内における、自主的な防犯活動の一環とする。 

 二 防犯カメラの設置及び運用に関する基準を定める。 

 三 防犯カメラ管理責任者を置く。 

 四 防犯カメラ設置を判りやすい場所に明示する。 

 五 プライバシーの保護に努め、個人情報をみだりに公開しない。 

 六 設置目的から逸脱した運用を行わない。 

 七 保存した画像は、協定者の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊

急かつやむを得ない場合のみ閲覧することが出来るものとする。 

 八 画像の漏洩、滅失防止を目的とした警備請負者との守秘契約締結や、ライブ映像公

開時のパスワード管理等、不特定の第三者が閲覧できないシステムとする。 

 九 防犯カメラに関する苦情については、適切かつ迅速な処理に努める。 

    （３）動物の飼育、給餌等について 

        協定者は、住みよいまちづくりの一環として他の住民に迷惑にならないよう以下の 

       ことに留意し、他の住民から苦情等があった場合は真摯に対応し解決に努めること。 

        一 犬、猫他のペットを飼育する場合は自己の敷地内で飼うこととし、散歩等で敷 

          地から出す場合はリード（紐）などを付け必ず飼い主が付き従うこと。 

        二 犬、猫他のペットが敷地の外で排泄をした場合は、飼い主が速やかに清掃し、

糞は持ち帰ること。 

        三 野良犬、野良猫等の野生動物・鳥類にみだりに餌を与えないこと。 

        四 飼育していた動物を捨てないこと。 

 

第１１条（協定の運営、審査委員会） 

（１）本協定は、まちづくり協議会が運営する。 

（２）まちづくり協議会役員は、協定の審査を行うために、細川さくら台まちづくり協定審

査委員会（以下、「審査会」という。）を構成する。 

（３）審査会の委員は、まちづくり協議会会長、副会長、理事が務める。 

（４）まちづくり協議会会長は、協定運営の業務を総理し、協定者を代表する。 

（５）審査会は、協定適合の審査（建築物等が本協定の各条項に該当するか否かの判断、本

協定の解釈に関する調整）、その他協定の運営に係わる職務全般を行う。 

（６）審査会は、会長が召集し、過半数の委員をもって成立し、議決は多数決とする。可否

同数の場合は、会長が決するものとする。 



細川さくら台 まちづくり協定書 

18

 

第１２条（設計図書の提出・審査） 

（１）本協定区域内において、本協定に定める行為を行おうとする者は、当該行為に関する

法令に基づく許可、認可等の申請又は届出の手続きを行う前に、審査会へ「協定区域

内における行為の届出書」及び添付図面（区画位置図、配置図、平面図、立面図、外

構計画図）を提出し承認を受けなければならない。（申請や届出が不要な行為につい

ては、対象となる工事の着手までに審査会の承認を受けること。）なお、設計図書の

審査に必要な期間は、原則として４週間とする。 

（２）審査会は、提出された設計図書が本協定の各条項に適合しているか否かを速やかに審

査し、適合している場合は、速やかに承認しなければならない。 

（３）審査会は、提出された設計図書が本協定の条項に違反すると認める場合は、速やかに

その是正を求めるものとする。 

（４）審査結果の通知は、まちづくり協議会会長が行う。 

（５）審査会の業務は、第３者に委託して代行できるものとする。 

 

第１３条（違反者への措置） 

（１）本協定の規定に違反したものがあるときは、まちづくり協議会会長は審査会の決定に

基づき、速やかに違反者及び工事施工者に対して当該工事の施工の停止を請求し、か

つ文書をもって、相当の猶予期間内に違反行為を是正するための必要な措置をとるこ

とを請求するものとする。 

（２）前項の請求があった場合、違反者は遅滞なくこれに従わなければならない。 

 

第１４条（公表） 

（１）前条第 1 項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないとき

は、まちづくり協議会会長は、その者の氏名及び住所並びにその事実を公表すること

ができる。 

（２）前項の手続き等に要する費用は、違反者の負担とする。 

 

第１５条（有効期間） 

本協定の有効期間は、岡崎市長の認可の日（平成１７年６月１０日）を起算日とし、１０

カ年とする。ただし、協定者からの異議申し立てがない限り、更に自動的に１０ヵ年継続す

るものとする。以後も同様に継続する。 

 

第１６条（補則） 

（１）審査会は、入居区画数が半数を超え、協定者による自主運用の目途が立つまでの間、

宅地開発事業主（以下、「事業主」という。）が業務を代理し、その後は速やかに協定

者へ引き継ぐものとする。なお、審査会の業務を事業者が代理する間は、事務局をその

事務所内に設置する。ただし、協定者へ引継ぎ後も協定者は、審査会の業務を第３者に

委託することができる。 

（２）審査会の業務を事業主が代理する場合、事業主は、業務を第三者に依託することができる。 

（３）協定者は、第１０条に定める方針を理解し、これを遵守して建築計画を行わなければ

ならない。 

（４）第１２条に定める届け出の方法は、まちづくり協議会が別に定める運用規定による。 

（５）審査会の活動に係る費用は、まちづくり協議会が負担するものとする。 

 

第１７条（附則） 

この協定書はまちづくり協議会が正本を保管し、その写しを協定者全員に配布する。 
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２．協定者は、本協定内容に不備（協定内容の解釈に齟齬が生じる場合等）を発見した場合、

協定の主旨に則り、良好な街並み景観を形成・維持するように行動（問題点を審査会に通

知し、改善を図る等）すること。 

３．本文中の網掛け箇所は、「さくら台地区計画」の地区整備計画の内容を示す。 

                            （別途さくら台地区計画参照） 
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